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八王子都市計画地区計画の決定( 八王子市決定)  

 

都市計画中野山王地区地区計画を 次のよう に決定する。  

名 称 南 中野山王地区地区計画 

位 置 ※ 八 八王子市中野山王三丁目地内 

面 積 ※ 約 約 2. 4 ha 

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

地区計画の目標 

本地区は、 八王子駅から 北西へ2. 3kmに位置し 、 八王子都市計画道路3・ 4・ 54号線に面し た、 中高層住宅を

主体と し た都営中野団地の中心と なる地区である。  

「 八王子市都市計画マスタ ープラ ン ( 令和7年1月) 」 では、 都市型複合住宅地に位置付け、 都営中野団地に

ついては、 建替え事業を 契機と し て、 生活支援サービ スの誘導など、 地域コ ミ ュ ニティ の維持に資する 魅力

づく り を 進める と し ている 。 また、「 東京都住宅市街地の開発整備の方針( 令和4年10月) 」 においては重点地

区、「 東京都住宅マスタ ープラ ン ( 令和4年3月) 」 においては重点供給地域に指定さ れ、「 八王子市住宅マスタ

ープラ ン ( 令和3年3月) 」 においても 、 大規模な公的住宅における 居住機能の集約化等に併せた子育て支援施

設の併設等の検討や、 既存スト ッ ク を 有効活用し た超高齢社会における地域の諸課題への対応やコ ミ ュ ニテ

ィ 形成など、 公的住宅を活用し たまちづく り を 推進すると し ている。  

こ れら を 踏まえ、 本地区は、 周囲を 住宅団地に囲まれた本地区の立地特性を 活かし つつ、 身近な生活圏の

形成に資する商業、 業務などの利便機能の集約と 、 良質で多様な世代・ 世帯が居住する住宅の供給によ り 、

安全で快適な住環境の形成を 目指す。  

土地利用の方針 
地域の利便の向上に資する 医療、 福祉、 商業、 業務、 交流・ 憩いの場などのサービ ス施設及び居住施設が

共存する 、 ゆと り と にぎわいが溢れる都市環境の形成を図る。  

地区施設の整備の方針 
快適な都市空間の形成にふさ わし い都市基盤を 確保する ため、 歩道状空地を 地区施設と し て位置付け、 併

せて壁面の位置の制限を定めるこ と により 、 快適な歩行空間ネッ ト ワーク の形成を 図る。  

 

建築物等の整備の方針 

地区内外の多様な機能が互いに共存する 良好な地区環境が創出さ れる よ う 、 建築物等の用途の制限、 建築

物の敷地面積の最低限度、 壁面の位置の制限、 建築物等の高さ の最高限度、 建築物等の形態又は色彩その他

の意匠の制限を定める 。  



 

 
地区施

設の配

置及び

規模 

広場その他の 

公共空地 

名  称 幅 員 延 長 備  考 

歩道状空地１ 号 1. 0 ｍ 約 250 ｍ 新 設 

歩道状空地２ 号 2. 5 ｍ 約 190 ｍ 新 設 

地

区

整

備

計

画 
建
築
物
等
に
関
す
る
事
項 

建築物等の 

用途の制限 

次の各号に掲げる 建築物は建築し てはなら ない。  
1.  マージャ ン屋、 ぱちんこ 屋、 射的場、 勝馬投票券発売所、 場外車券売場その他こ れら に類するも の 
2.  自動車教習所 
3.  危険物の貯蔵又は処理に供するも の（ 建築物に附属するも のを 除く 。 ）  
4.  自動車車庫（ 附属自動車車庫を除く 。）  

建築物の敷地面積の

最低限度 

500 ㎡ 

ただし 、 住宅（ 3 戸以上の長屋を 除く 。）、 建築基準法施行令（ 昭和 25 年政令第 338 号） 第 130 条の 3 に定める

兼用住宅及び診療所兼用住宅（ 3 戸以上の長屋を除く 。） の場合は 170 ㎡ 

 

壁面の位置の制限 

建築物の外壁又はこ れに代わる 柱の面から 道路境界線及び隣地境界線までの距離は、 １ 号壁面線と し て計

画図 2 に示す部分において、 1. 5 ｍ以上、 ２ 号壁面線と し て計画図 2 に示す部分において、 3. 0 ｍ以上、 ３ 号

壁面線と し て計画図 2 に示す部分において、 0. 5 ｍ以上と し なければなら ない。  

ただし 、 こ の距離に満たない位置にある建築物又は建築物の部分が、 都市計画決定（ 令和 8 年八王子市告

示第 36 号） の時点において現に存する場合は、 こ の限り ではない。  

 建築物等の高さ の 

最高限度 
20 ｍ 

 
建築物等の形態又は

色彩その他の意匠の

制限 

1.  建築物等の外観の形態及び色彩は、 周囲の環境に調和し たも のと する。  
2.  屋上及び屋外設置物は周囲から の景観に配慮し たも のと する。  
3.  屋外広告物は、 過大と なら ずに周囲の環境と 調和する よ う 色彩、 大き さ 及び設置場所に留意し 、 良好な

景観形成、 風致を 損なわないも のと する。  

 

※知事協議事項 
「 区域、 地区施設の配置及び壁面の位置の制限については、 計画図表示のと おり 」                       
理由： 周囲を 住宅団地に囲まれた本地区の立地特性を 活かし つつ、 身近な生活圏の形成に資する商業、 業務などの利便機能を 集約するこ と によ

り 、 安全で快適な住環境の形成を 図るため、 地区計画を 決定する。  


